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議 案 第 ３ ３ 号 平成２９年度農業共済事業事務費賦課総額及び賦課単価について 

農 業 振 興 課 
平成２９年度における農業共済事業事務費賦課総額及び賦課単価を定

めるため、三田市農業共済条例第５条第２項の規定により、議会の議

決を求めるもの。 

内 容 

【賦課総額】 7,718 千円 

 

【賦課単価】 

 種 別 賦課単価 

水 稲 共 済 割 共済金額の 10000 分の 20 

麦 共 済 割 共済金額の 10000 分の 50 

家畜共済割 乳牛 共済金額の 10000 分の 65 

肉用牛 共済金額の 10000 分の 55 

畑作物共済割 共済金額の 10000 分の 50 

園芸施設共

済割 

ガラス室、プラスティッ

クハウスＶ類 

共済金額の 10000 分の 7 

プラスティックハウス

（Ｖ類を除く。） 

共済金額の 10000 分の 14 

 

※ 賦課金 

={一般事務費支出予定額－（国補助金＋その他収入予定額）＋連

合会賦課金｝ 

 

※ 農業共済事業に係る賦課単価変更の理由について 

１ 家畜共済 

家畜評価額の上昇に伴い、賦課金総額が増となるため、賦課単価を

見直し評価額上昇前の水準に合わせるもの。 

 

２ 園芸施設共済 

 支払事務費の賦課単価引下げなどの制度改正に伴い、連合会への支

払額が減額となり、市賦課金総額が増となるため、賦課単価を見直し、

制度改正前の水準に合わせるもの。 

 


